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   大内 淳 
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金木 洋 
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 ※２ 福島県労働組合総連合 

※３ 福島県経営者協会連合会 

        福島県中小企業団体中央会 

        福島県商工会議所連合会 

        福島県商工会連合会 
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氏
ふり

    名
がな

 所 属 団 体 及 び 役 職 名 

おおうち  じゅん 

大内  淳 

 

東邦亜鉛労働組合 小名浜支部 執行委員長 

意見陳述公開の諾否 
（希望する方に○をつけてください。） 

諾  ・  否 

項    目 意 見 の 概 要 

１．適切と思われる賃金

について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．上記１の理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．福島県の最低賃金について 

（１）金額について 

福島県の最低賃金は 1時間 955 円です。これは、連合が

示す「リビングウェイジ 2024」で、車を保有しながら生活

する単身者に必要とされる 1,440 円と比較して、485 円の開

きがあります。全国加重平均最低賃金は 1,055 円（2024 年

度）であり、本県との格差は 100 円です。その解消に繋が

る改正、引上げをお願い致します。 

・連合リビングウェイジ        （参考資料１）

 

（２）発効日について 

一般労働者の賃金引上げが４月に実施されることを

踏まえ、最低賃金近傍で働く方のために、早期発効を

お願い致します。 

 

２.上記の理由 

（１）最低生計費と物価上昇について 

最低賃金の現状は、連合リビングウェイジを下回

っており、絶対額として最低生計費を賄えておりませ

ん。また、物価上昇も県民生活に大きな影響を与えていま

す。総務省統計局によると、全国の消費者物価指数は前年比

3％前後の上昇を続けており、とりわけエネルギーや食品な

ど生活必需品の値上げが家計を圧迫しています。現場でも

「去年より暮らしが苦しくなった」という声が広がり、支出

を切り詰める世帯が増えています。 

 

（２）賃金が左右する若年層の進路 

文部科学省の「令和 6年度学校基本調査」によると、福

島県の高校卒業者は 13,866 人で、そのうち大学・短大・専

修学校等への進学者は 7,068 人（進学率 51.0％）、就職者は
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３．低賃金労働者の実態

について（地域、業種等

具体的に挙げて下さ

い。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,508 人（就職率 25.3％）でした。進学率は前年より上昇し

ている一方、就職率は低下しており、進学後に県外へ移る若

年層が増加している可能性が示唆されます。 

・高等学校卒業者（福島県）    （参考資料２） 

 

さらに、厚生労働省が実施した「令和 5年 若年者雇用実態

調査」によれば、15 歳から 34歳の若年正社員のうち 31.2％

が転職を希望しており、その理由の最多は「賃金の条件が良

い会社に変わりたい」（59.9％）でした。これは、賃金水準が

若年層の職場選びにおいて極めて大きな要因となっているこ

とを示しています。 

・転職しようと思う理由別 若年正社員割合（全国） 

（参考資料３） 

 

福島県の最低賃金は隣接県と比較して低い水準にあり、こ

の賃金差が若年層の県外流出や地域活力の低下に影響を及ぼ

していると考えられます。したがって、最低賃金の着実な引

き上げが地域の若年者の定着と活性化に向けて重要な施策で

あると考えます。 

 

３. 低賃金労働者の実態について 

（１）最低賃金引上げを求める県民の声と議会の動き 

福島県議会をはじめ、複数の市町村議会で「最低賃金の引

き上げに関する意見書」が採択されており、連合福島が実施

した最低賃金引き上げを求める署名活動では、109.932 筆を

超える県民の声が寄せられました。県民の理解と支持が得ら

れていることは重要な事実です。 

 

（２）福島県内の賃金実態について 

福島県内の総生産額は 78,447 億円で全国 21 位なの

に対して、1 人あたりの所得は、全国 25 位と平均を下

回っています。 

・1人あたり県民所得         （参考資料５） 

・県内総生産額            （参考資料６） 

・製造品出荷額            （参考資料７） 

・給与・労働時間 全国との比較 事業所規模５人以上 

（参考資料８） 

・所得及び消費に関する指標       （参考資料９） 
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４．その他参考意見 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）県最低賃金と全国最低賃金平均額の推移 

県最低賃金と全国最低賃金平均額の推移を比較する

と１０４円の格差があり、年々格差が拡大しているこ

とから、計画的な引き上げが必要です。 

・県最低賃金と全国平均最低賃金の推移（時間額） 

（参考資料１１） 

 

（４）賃金格差と低賃金層の改善動向 

連合福島に加盟する組合の本年度の賃金引き上げ

は、6 月 23 日現在、平均賃上げ方式 14,076 円(引上げ

率 4.94%)、となっている一方で、100 人未満規模の組

合は、10,977 円と格差が拡大しています。 

また、連合福島に加盟する組合の有期・短時間・契

約労働者の賃上げ額は、加重平均で、時給 60.06 円(引

上げ率 5.43％)、月給については、12,500 円（引上げ

率 6.91％）で、引上げ率は、一般組合員（平均賃金方

式）を上回っております。 

さらに福島県の調査によると 5 人以上の事業所にお

ける一般労働者の所定内給与は 233,993 円で、1 時間当

たりの換算では、1,806 円となっております。これは現

行の福島県最低賃金 955 円と比べて、851 円もの大きな

格差があることを示しています。 

こうしたデータは、低賃金労働者の生活が依然とし

て厳しい状況にあることや、人手不足に伴う労働負荷

増大への理解が広がっていることを背景に 労使間で賃

上げが合意されている実態を示しています。したがっ

て、最低賃金の引き上げは不可欠な課題です。 

・福島県の賃上げ結果と県最低賃金の推移 

（参考資料 10） 

 ・２０２４連合福島春季生活闘争妥結結果 

（審議会配布資料） 

 

近年は、超少子・高齢化により生産年齢人口の減少が不可

避である中、多くの企業で人材の不足、募集をしても集まら

ない傾向が加速しています。労働市場は、需要と供給の調整

において、賃金や労働条件がこれまで以上に重要視されてい

ます。 

特にここ１，２年は物価等の上昇により、春季闘争での月
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例賃金は、大幅な改善金額傾向にあります。しかし、それで

も実質賃金の改善までには至っておらず、労働者にとっては、

厳しい状況となっております。また、賃金が大幅に引き上げ

られているのはあくまでも大手・中堅中小企業を中心とした

組織労働者であり、未組織である企業労働者や、非正規労働

者は最低賃金の上昇こそが事実上の賃上げであると考えま

す。 

県内で働く全ての労働者にとって最低賃金の引き上げは、

不安払しょくや、格差是正の観点からも大変重要であるとと

もに、隣接する県への生産人口流出の問題にも繋がっている

と感じており、額差を改善することも大切だと思います。 

 

東邦亜鉛小名浜製錬所は、非鉄金属の製造を担う重要な事

業所として、鉛・亜鉛をはじめとする非鉄金属製錬事業を中

心に事業を展開し、産業と社会の発展に貢献してまいりまし

た。現在は、各種メタルの製品加工業及び新規設備導入によ

る亜鉛ダスト処理を中心とした金属リサイクル事業に再編し

ます。職場は重労働の現場を抱えています。真夏の高温下で

の作業、重量物の取扱いなど、労働環境は決して楽ではなく、

技能と忍耐力を必要とする仕事です。 

こうした現場では、正規・非正規を問わず多数の労働者が

支えており、非正規雇用の方々も重要な戦力となっています。

したがって、最低賃金の水準が現実の処遇に直結し、働く意

欲や職場定着にも強く影響を与えるのです。 

近年、地域の若年層を安定的に確保することが困難になっ

ています。周辺の中小製造業では、「募集しても応募がない」

「新卒応募がゼロ」といった声も聞かれ、製造業そのものの

継続可能性に疑問符がつくような事例も出始めています。若

年層は賃金水準の高い県外や他業種へと流れており、現場で

は技能の継承や生産ラインの維持すら危機的状況にありま

す。 

私たちの製錬所でも、初任給の引き上げなどを通じて、人

材確保に向けた取り組みを進めていますが、それでも地域全

体の賃金水準が低いままでは、人が集まらず、企業の努力に

も限界があります。 

「最低賃金では人が来ない、採れない、続かない」。これは

決して誇張ではなく、現場が直面している切実な実態です。 

最低賃金の底上げは、単なる生活保障にとどまらず、地域 
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の産業維持と社会の持続性を支える「未来への投資」です。

私たちは、福島で暮らし、働き、家族を持ち、地域に貢献でき

る社会を切望しています。 

最低賃金の大幅な引き上げこそが、その実現に向けた第一歩

です。 

本日ご出席の専門部会の皆さまには、現場の声、地域の現

実、そして未来への責任をどうか真摯に受け止めていただき、

大幅な引き上げのご決断をお願い申し上げます。 
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- 1 - 

 

 

２０２５年度（Ｒ７）最低賃金 

 

参 考 資 料 

    

１ 連合リビングウェイジ（福島県） 
 

時間額 
 

 

時間額 
（自動車保有の場合）  

 

備       考 
 

 

１，１４０円 
 

 

１，４４０円 
 

 

 

 

   資料出所：連合「2024 連合リビングウェイジ」(2024 年 9月 20 日公表) 

 

２ 高等学校卒業者（福島県） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   資料出所：ふくしま統計情報 Box「令和６年度学校基本調査（卒業後の状況調査）」 

(2024 年 12 月 18 日掲載) 
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３ 転職しようと思う理由別 若年正社員割合（全国） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   資料出所：厚生労働省「令和５年若年者雇用実態調査」 

 

４ 県民所得 
 

県民所得 
 

 

全国順位 
 

 

備       考 
 

 

５２，９２７億円 
 

 

２１位 
 

 

 

 

   資料出所：内閣府経済社会総合研究所「県民経済計算 平成 23年度 – 令和 4年度」 

 

５ 1 人あたり県民所得 
 

県民所得 
 

 

全国順位 
 

 

備       考 
 

 

２，９２１千円 
 

 

２５位 
 

 

 

 

   資料出所：内閣府経済社会総合研究所「県民経済計算 平成 23年度 – 令和 4年度」 

 

   ６ 県内総生産額 
 

県内総生産額（名目） 
 

 

全国順位 
 

 

備       考 
 

 

７８，４４７億円 
 

 

２１位 
 

 

 

   資料出所：内閣府経済社会総合研究所「県民経済計算 平成 23年度 – 令和 4年度」 
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   ７ 製造品出荷額 
 

製造品出荷額 
 

 

全国順位 
 

 

備       考 
 

 

５０，８９０億円 
 

 

２２位 
 

 

従業員４人以上の事業所 
 

    資料出所：経済産業省「2020 年工業統計調査」（確定） 

 

 

８ 給与・労働時間 全国との比較 事業所規模５人以上 
 

        項   目 
 

 

全   国  
 

 

福 島 県  
 

 

 現金給与総額           （円） 

 

２８８，６９７ ２５１，２３５

 

 

 
 

 

 きまって支給する給与   （円） 
 

２８０，２４３ ２４９，８２７

 

 特別給与         （円） 
 

８，４５４ １，４０８

 

 総実労働時間          （時間） 

 

１３０．８ １３８．３

  

 

  
 

 

 所定内労働時間     （時間） 
 

１２１．０ １２９．５
 

 

 所定外労働時間     （時間） 
 

９．８ ８．８

    資料出所：福島県統計情報「福島県の賃金、労働時間及び雇用の動き（令和 7年 2 月分）」から抜粋 

厚生労働省「毎月勤労統計調査 令和 7年 2月分」から抜粋 
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   ９．所得及び消費に関する指標 

項     目 福島県(順位) 全国１位 

①１人あたりの県民所得 ２９４万円（25） 東京都 ５７６万円 

②１人あたりの雇用者報酬 ４４３万円（29） 東京都 ５８２万円 

③単身世帯の消費支出 １５１千円（24） 東京都 １７３千円 

④消費者物価指数 ９９．３（17） 東京都 １０４．７ 

⑤１人あたりの家計最終消費支出 ２１３万円（34） 東京都 ２９９万円 

⑥１人時間あたり所定内給与（5人以上） １，５９２円（31） 東京都２，３２４円 

⑦常用労働者１人時間あたり所定内給与額（5 人以上） １，６４９円（32） 東京都２，４００円 

⑧短時間労働者時間あたり所定内給与（5 人以上） １，０６３円（36） 東京都１，５１５円 

⑨新規高卒の初任給（１０人以上） １６３千円（31） 東京都 １７８千円 

    資料出所：内閣府「県民経済計算年報」 

         総務省「全国家計構造調査」、「小売物価統計調査」 

         厚生労働省「賃金構造基本統計調査」から抜粋 

 

   １０ 福島県の賃上げ結果と県最低賃金の推移 

項 目 平均妥結額 賃金引き上げ率 県最賃引上額 最賃引き上げ率 

２００２年 ４，２７０円 １．６５％ ０円 ０．００％

２００３年 ４，６９６円 １．７３％ ０円 ０．００％

２００４年 ４，１４５円 １．５８％ 1円 ０．１６％

２００５年 ４，６５０円 １．７０％ ３円 ０．４９％

２００６年 ４，５２６円 １．６１％ ４円 ０．６５％

２００７年 ２，８８６円 １．０４％ １１円 １．７８％

２００８年 ３，０５７円 １．１１％ １２円 １．９１％

２００９年 県の調査は終了 ３円 ０．４６％

２０１０年 2011 年からは連合福島春闘集計資料から １３円
２．０１％

２０１１年 ４，６２５円 １．６８％ １円 ０．１５％

２０１２年 ４，４０９円 １．５７％ ６円 ０．９１％

２０１３年 ４，５５８円 １．７６％ １１円 １．６６％

２０１４年 ４，４１６円 １．７２％ １４円 ２．０７％

２０１５年 ４，４３６円 １．８０％ １６円 ２．３２％

２０１６年 ３，１３８円 １．２５％ ２１円 ２．９８％

２０１７年 ２，６７３円 ０．９６％ ２２円 ３．０３％

２０１８年 ４，３２４円 １．５５％ ２４円 ３．２１％

２０１９年 ３，６８９円 １．４０％ ２６円 ３．３７％

２０２０年 ３，１２１円 １．２２％ ２円 ０．２５％
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２０２１年 ３，１４７円 １．３１％ ２８円 ３．５０％

２０２２年 ３，９０４円 １．４９％ ３０円 ３．６２％

２０２３年 ８，６４８円 ３．１１％ ４２円 ４．９０％

２０２４年 １３，８０１円 ４．８７％ ５５円 ６．１１％

２０２５年 １４，１２６円 ４．９４％

    資料出所：平均妥結額・引き上げ率は福島県労働領域労政Ｇ調査 

および連合福島春闘集計（平均要求方式） 

        ：最低賃金引上げ額・率は労働調査会出版局編 

※県最賃引き上げ額について 2001 年までは日額、2002 年からは時間額。 

※平均妥結額について 2008 年度で県の調査は終了。 

    ※2011 年からの平均妥結額と妥結率は連合福島春闘集計（平均要求方式）データを引用。 
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   ７ 県最低賃金と全国平均最低賃金の推移（時間額） 

項 目 福島県（Ａ） 全国（Ｂ） 格差（Ｂ-Ａ） Ａ/Ｂ×100 

２０００年 ６０６円 ６５９円 ５３円 ９１．９５％ 

２００１年 ６１０円 ６６３円 ５３円 ９２．００％ 

２００２年 ６１０円 ６６３円 ５３円 ９２．００％ 

２００３年 ６１０円 ６６４円 ５４円 ９１．８６％ 

２００４年 ６１１円 ６６５円 ５４円 ９１．８７％ 

２００５年 ６１４円 ６６８円 ５４円 ９１．９２％ 

２００６年 ６１８円 ６７３円 ５５円 ９１．８３％ 

２００７年 ６２９円 ６８７円 ５８円 ９１．５６％ 

２００８年 ６４１円 ７０３円 ６２円 ９１．１８％ 

２００９年 ６４４円 ７１３円 ６９円 ９１．３２％ 

２０１０年 ６５７円 ７３０円 ７３円 ９０．００％ 

２０１１年 ６５８円 ７３７円 ７９円 ８９．２８％ 

２０１２年 ６６４円 ７４９円 ８５円 ８８．６５％ 

２０１３年 ６７５円 ７６４円 ８９円 ８８．３５％ 

２０１４年 ６８９円 ７８０円 ９１円 ８８．３３％ 

２０１５年 ７０５円 ７９８円 ９３円 ８８．３５％ 

２０１６年 ７２６円 ８２３円 ９７円 ８８．２１％ 

２０１７年 ７４８円 ８４８円 １００円 ８８．２１％ 

２０１８年 ７７２円 ８７４円 １０２円 ８８．３３％ 

２０１９年 ７９８円 ９０１円 １０３円 ８８．５７％ 

２０２０年 ８００円 ９０２円 １０２円 ８８．６９％ 

２０２１年 ８２８円 ９３０円 １０２円 ８９．０３％ 

２０２２年 ８５８円 ９６１円 １０３円 ８９．２８％ 

２０２３年 ９００円 １，００４円 １０４円 ８９．６４％ 

２０２４年 ９５５円 １，０５５円 １００円 ９０．５２％ 
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   ８ 福島県の人口増減（令和 6年 1月 1日） 
 

人口増減数 
 

 

全国順位 
 

 

備       考 
 

 

‐２３，３６２人 
 

５位 
 

 

   資料出所：総務省「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数調査」 

令和 6年 1月 1日住民基本台帳人口・世帯数、令和 5年（1月 1日から同年 12月 31 日まで）

人口動態（都道府県別）（総計） 

（補足：住民票記載数－住民票消除数＝増減数） 

 

 

   ９ 福島県からの社会増減数（令和 6年 1月 1日） 
 

人口増減数 
 

 

全国順位 
 

 

備       考 
 

 

‐４，７８８人 
 

１位 

 

全国で一番減少数が多く、次いで青森県が-4727 人 

東北で社会増減が増加しているのは宮城県のみ 
 

   資料出所：総務省「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数調査」 

令和 6年 1月 1日住民基本台帳人口・世帯数、令和 5年（1月 1日から同年 12月 31 日まで）

人口動態（都道府県別）（総計） 

（補足：転入－転出＝社会増減数） 

 

140



 

（別紙 ２） 

 

福島県最低賃金に関する意見書（労働者側参考人） 

陳述日：７月３１日 

氏
ふり

    名
がな

 所 属 団 体 及 び 役 職 名 

佐藤
さ と う

 晃子
あ き こ

 福島県労働組合総連合（福島県労連） 事務局長 

意見陳述公開の諾否 
（希望する方に○をつけてください。） 

諾  ・  否 

項    目 意 見 の 概 要 

１．適切と思われる賃金

について 

 

 

 

２．上記１の理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 物価高騰の中で厳しい生活を送っている労働者の生

活実態を考慮し、人口流出、労働力の流出をくい止め

るためにも、他県との格差を是正し、時間額１５００

円の早期実現を求める。 

 

１． 福島県の現在の最低賃金額は時間額 955 円である。こ

れで １か月働いた賃金は、136,374 円（福島県毎月勤

労統計調査・令和 6 年度月平均労働時間は 142.8 時

間）。ここから税金や社会保険料などが引かれ、また家

賃、水光熱費などの支払い、奨学金の返済などが加われ

ば、とても生活できるような水準ではない。抜本的な引

き上げが求められている。 

 

２． 地域別最低賃金の比較で、現在の最高額である東京都

（1,163 円）と福島県（955 円）との差は 208 円で、

1か月あたり 2万 9703 円、年間では 35 万 6436 円もの

差となる。この賃金格差は若者などが首都圏や大都市

に流出する一因ともなっている（資料 1「2023 年 地

域最低賃金と人口の社会的増減の比較図」参照）。 

 

３． 総務省の発表によると、過去 1 年間の福島県から県外

への転出者は3万189人で、県外からの転入者2万3506

人を 6683 人上回り、29年間連続で「転出超過」となっ

た。転出超過の数は全国で 5 番目に多く、転出者を年

代別に見ると 20 代が 1万 3593 人と全体の 45％を占め

ている。 
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４． また、女性の県外流出は深刻な状況にあり、県内に残る

未婚の女性 1人に対して未婚の男性が1.35 人と、男女

比の不均衡は全国で最も大きくなっている。2050 年ま

での 30年間に県内 33市町村では 20～39 歳までの「若

年女性人口」が半数を下回り、消滅する可能性があると

の分析結果（2024 年 4 月 人口戦略会議）も出されて

いる。男女の賃金格差は全国でワースト 10、東北では

一番大きいという実態も影響しているものと考える。 

 

５． 2014 年以降、福島県労連が毎年秋に県内全市町村をま

わり懇談する「自治体キャラバン」でも、とくにここ数

年、人口減少、人手不足、後継者不足、少子化問題が各

自治体の首長や担当者から出されている。そのような

中で厚生労働省から発表された2024年の県内の出生数

は 8637 人で過去最少となり、出生数 10 人以下の自治

体が 59 市町村中 15 町村、三島町、桧枝岐村では出生

数 0となった。 

 

６． 一般社団法人 労働運動総合研究所（労働総研）の調査

によると、独立して一人暮らしするかのボーダーライ

ンは年収 300 万円以上であり、月 150 時間労働で換算

すれば 1,667 円である。配偶者と子を持つかのピーク

は年収 400～500 万円、配偶者と子ども 2人では、年収

500～600 万円の収入がボーダーラインという結果にな

った（資料２ 参照）。ちなみに、最低賃金を 1500 円に

仮定すると 1,500 円×年間 1,800 労働時間×２人分＝

年額 540万円となる。 

 

７． 全国労働組合総連合（全労連）と地方組織が行っている

「最低生計費試算調査」では、健康で文化的な生活をす

る上で必要な生計費は、地域間での格差はなく、月額24

万円以上、月 150 時間の労働時間で換算すると時間額

1500 円以上が必要であることが明らかになっている。

福島県労連が 2016 年に次いで行った 2022 年の調査で

も、25歳単身男性で 1702 円、173.8 時間換算でも 1469

円となった（資料３「最低生計費試算調査総括表」参

照）。その後の物価高騰も受け、直近で発表された他県

の結果は 1800 円台から1900 円が相次いでいる。 
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３．低賃金労働者の実態

について（地域、業種等

具体的に挙げて下さ

い。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．その他参考意見 

 

 

 

 

 

 

 

１． 「女性の仕事」「女性が担うもの」「女性が得意な仕事」

などとの従来からの社会的な役割分担やイメージのあ

る医療や介護、保育などの分野の求人情報を見ると、最

低賃金近傍や最低賃金そのものでの求人が多く存在し

ている。ここでは、福島市の放課後児童クラブ支援員

（以下、学童保育指導員）の例を挙げたい。 

 

２． いくつかの求人情報サイトで福島市内の学童保育の求

人を見ると、955 円での募集が散見された。あるサイト

では、59件の求人情報中、時間給表示での募集は 29件

で、最低額は 955 円、最高 1345 円で、955 円での募集

が 4件、960 円での募集が4件だった。月額表示の施設

でも一日7時間の週5日で133,000円、9時間で147,000

円など、時間給換算で 955円～960 円の施設も複数見ら

れた（資料４ 求人サイト「スタンバイ」より）。 

 

３． 建設交運一般労働組合（建交労）福島学童保育支部が行

った調査によると、市内の指導員の中にはダブルワー

ク、トリプルワークをしている人も多く、感染症の拡大

などによる急な休校に伴う朝からの開所対応に、他の

仕事との関係で指導員がそろわず、開所できなかった

学童保育もあるとのこと。 

 

４． 医療現場での「看護助手」や「調理員」、介護士、保育

士などの求人も総じて低い状況にあった。これらの職

種は全国的にも最賃近傍であり、最賃が高い地域では

求人の時間額がその地域の最賃であって福島よりは高

く、この分野での他県への流出と、それに伴う人手不足

が慢性化している状況にある。 

 

１． 福島県労連と各地方労連は、昨年 12月議会と今年 3月

議会において、県内の市町村議会に対し、「最低賃金法

の改正と中小企業支援策の拡充を求める意見書」の提

出を求める陳情を行った。陳情項目は①最低賃金法を

全国一律制度に改正すること、②労働者の生活を支え

るため、最低賃金についてただちに 1,500 円以上を実

現すること、③最低賃金の引き上げができ、経営が継
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続するように、中小企業・小規模事業所への支援策を

抜本的に拡充・強化することの 3点。審議の結果、１

１市町村議会（１市４町６村）で採択、１村議会で趣

旨採択された。採択された意見書は、内閣総理大臣、

厚生労働大臣、中央最低賃金審議会会長等に送付され

ている（資料５「意見書採択状況」および資料６「最

低賃金法の改正と中小企業支援の拡充を求める意見

書」喜多方市議会 参照）。 

 

２． 7 月 15 日に開かれた第 2 回福島地方最低賃金審議会に

て配布された資料の中の令和 6 年の福島市の「標準生

計費」は、1人世帯、および 4人世帯の額が前年を下回

る結果となっている。食料を中心とした物価高騰がこ

れだけ続いている中で、実態が正しく反映したものに

なっているとは思えない（資料７「消費者物価指数」と

「標準生計費の推移の比較」参照）。愛知県では「最低

生計費調査」も資料の一つに加えられた。ぜひ福島県で

も採用してほしい。 

 

以上 
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（別紙 ２） 

 

福島県最低賃金に関する意見書（使用者側参考人） 

陳述日：７月３１日 

役 職 氏 名
ふ り が な

 
       かね  き        ひろし 

常務取締役 金 木   洋 

事 業 所 名 有限会社ニューキムラヤ 

所在地（電話番号） 福島市三河北町３-１６  電話０２４(５３６)１０２８ 

資 本 金  ３００万円 労働者数 
   ８名 

（内男 ２名、女 ６名） 

所属業界団体名とその内容 福島県中小企業団体中央会 

意見陳述公開の諾否 
(希望する方に〇をつけて下さい) 

諾  ・  ○否  

意 見 の 概 要 

１．最近の景況と今後の動向について 

（１）業界の昨年から現在までの景況の推移 

    

原材料、包装資材、運賃等の値上がりが続いている。 

   消費そのものが落ち込んでいる。 

 

（２）今後予想される景況の動向と経営上の問題点 

    

人口減少、物価高等による消費の落ち込みが更に加速すると思われる。 

 

（３）下請け、零細企業の景況と今後の動向 

    

価格転嫁する事が出来なければ、厳しい状況が続く事が予想される。 

 

２．業界等における一般的な賃金事情について 

（１）高卒初任給の平均額 

    

      １５万５千円から１６万円だと思われる。 

 

（２）今春の賃金引上げ状況 

 

   なし。 
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（３）企業規模、地域間の賃金格差 

 

   地方の同業種では、あまり格差がないと思われる。 

 

（４）最低賃金改正が賃金水準に及ぼしている状況 

 

 

３．特に賃金が低い層の状況（職種、賃金額、理由等） 

 

  当社は、特に格差はない。 

 

４．労働時間の縮減と賃金水準 

 

  残業は、極力させないようにし、８時間の中で効率的に労働してもらうように 

  している。 

 

５．雇用確保と賃金水準 

 

  現在、採用しているのが高卒のみで、大卒以上となると難しい。 

 

６．最低賃金改正についての意見、問題点等 

 

 

 

 

 

７．その他 
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